
平成２６年５月３０日 
教育振興部教育指導課 

いじめ一掃取組月間からいじめ防止実践事例発表会までの日程 

 

日 程 予 定 各学校（園） 教育指導課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

提出期限：平成２６年１２月９日（火） 
①「練馬区いじめ防止標語」 

（交換便により提出） 
②「いじめ防止実践事例報告書」 
   （Ｃ４ｔｈにより提出） 
①「いじめの対応状況 報告票」写し 
②「いじめアンケート」の写し 
（いじめを認知する根拠となった用紙のみ） 

平成２６年１月上旬 
「学校（園）奨励賞」の決定通知 

提出期限：平成２６年１２月９日（火） 
（グループウエアにより提出） 

① 「『ふれあい（いじめ防止強化）月間』 
（平成２６年度第２回）取組状況調査」 

②「暴力行為の概要に関する調査について」 

③「いじめの対応状況 報告票 

（小学校）（中学校）」 
 

平成２７年１月２６日（月）１６時００分～ 

「いじめ防止実践事例発表会」 
練馬文化センター 小ホール 

①「練馬区いじめ防止標語」の表彰 
②学校奨励賞受賞校の取組事例の発表 
（参加）各校２名以上の参加 
※保護者および地域の参加を呼びかける 
 

平成２７年１月２０日

（火）まで 
「いじめ防止実践事

例発表会」参加申込 

平成２６年１１月１日（土） 
        ～１１月３０日（日） 
「いじめ一掃取組月間」 

６ 月 合同校長会、合同副校長会 
    生活指導担当者研修会で説明 

１０月１４日（火）ま 
でに副校長等の研修会

で送付物として配付す

る。 
①「練馬区いじめ一掃

プロジェクト実施

要項」 
②「いじめ一掃取組月 

間からいじめ実践

事例発表会までの

日程」 

 

※現状に関しては、随

時情報提供してい

く。 

等 

１０月３１日（金）までに 
①いじめ一掃取組月間における

いじめの未然防止および解消

に向けた取組の計画 
 
※実施内容を参考に各校（園）

 
※「児童会・生徒会部門」「保 
護者・地域との連携部門」に

も配慮 

平成２６年１１月１日（土） 
    ～１１月３０日（日） 
「いじめ一掃取組月間」 
①いじめについての講話 

②「いじめにかかわる実態ア

ンケート」実施 

③授業等におけるいじめに関

する指導の実施 

④個別面談の実施、教育相談

期間の設定等  

⑤児童会、生徒会によるいじ

め防止運動 等 

平成２７年２月上旬 
「いじめ防止標語」ポスター送付 

平成２７年２月１日（日） 
～２月２８日（土） 

「ふれあい（いじめ防止強化）

月間（平成２６年度第３回）」 

※「いじめにかかわる実態アン

ケート」実施 

「いじめ一掃取組月間」終了後 
①「いじめ一掃取組月間」の 
取組の振り返り（報告書作成）

②「いじめ防止標語」の選定 

平成２７年２月上旬 
「いじめ防止標語」 

ポスター送付 

 

平成２７年１月上旬 

①「練馬区いじめ防止

標語」の決定 

②「いじめ一掃取組月

間 学校（園）奨励

賞」の決定 



 


